
水野 晃 議員

Ｑ・改正地方教育行政法に関わる問題
Ａ・町長は教育長を任用罷免できる。

教育長は、教育委員長と一本化

Q
①
愛
知
県
教
育
委

員
会
の
考
え
は
。

②
豊
山
町
教
育
委
員
会
の

考
え
は
。

③
豊
山
の
学
力
結
果
は
。

④
生
徒
の
指
導
・
対
策
は
。

⑤
学
力
向
上
に
は
何
が
必

要
と
考
え
る
か
。

A
①
平
均
正
答
率
等

を
一
覧
に
し
た

　

公
表
は
行
わ

な
い
考
え
で

あ
る
。

②
結
果
を
教
育

現
場
に
生
か

し
、
児
童
生

徒
の
学
力
向

上
に
役
立
て

る
こ
と
に
あ

る
。

③
概
ね
県
の
傾

向
と
同
じ
で

あ
る
。
実
施

年
度
に
よ
っ

て
は
、
得
意
科
目
が
異

な
る
た
め
変
動
し
て
い

る
。

④
学
校
が
工
夫
を
し
な
が

ら
指
導
方
法
の
改
善
に

努
め
て
い
る
。

⑤
教
師
の
指
導
力
、
恵
ま

れ
た
学
習
環
境
、
家
庭

で
の
理
解
と
支
援
が
大

切
と
考
え
る
。

Q
４
月
施
行
の
改
正

法
は
、
平
成
21
年

に
大
津
市
で
起
き
た
い
じ

め
自
殺
で
、
教
委
の
形
骸

化
が
批
判
さ
れ
、
議
論
が

始
ま
っ
た
。

　

首
長
は
、
新
教
育
長
を

任
命
、
罷
免
で
き
る
。
ま

た
、
首
長
の
権
限
も
こ
の

法
に
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。

　

以
下
４
点
に
つ
い
て
問

う
。

①
改
正
法
に
つ
い
て
の
見

解
は
。

②
町
教
育
憲
章
を
必
要
と

考
え
る
か
。

③
改
正
法
に
よ
っ
て
、
町

長
、教
育
長
の
権
限
は
。

④
４
月
か
ら
教
育
委
員
会

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る

か
。A

①
責
任
の
明
確

化
、
迅
速
な
危

　

機
管
理
体
制
の
構
築
、

首
長
と
の
連
携
強
化
を

柱
と
し
て
い
る
。

　
　

町
長
が
招
集
す
る
総

合
教
育
会
議
で
は
、
教

育
委
員
と
直
接
重
点
的

な
施
策
を
協
議
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
両
者
が
教

育
施
策
の
方
向
性
を
共

有
し
、
一
致
し
て
執
行

に
あ
た
る
。

②
法
改
正
で
は
、
教
育
の

中
立
性
、
継
続
性
、
安

定
性
が
前
提
で
大
綱
は

作
ら
れ
て
い
る
た
め
町

教
育
憲
章
の
必
要
は
な

い
。

③
町
長
は
、
教
育
長
を
任

用
罷
免
で
き
る
。

　
　

教
育
長
は
、
教
育
委

員
長
と
一
本
化
し
た

「
新
教
育
長
」
と
な
り
、

教
育
委
員
会
を
代
表

し
、
事
務
執
行
の
責
任

者
で
あ
る
。

④
総
合
教
育
会
議
が
設
置

さ
れ
、
町
長
が
大
綱
を

策
定
す
る
。

　
　

し
か
し
、
４
月
１
日

在
任
中
の
教
育
長
は
、

現
行
の
教
育
長
と
し
て

在
職
す
る
。

＼一般質問／

Q A&

ハーイ！先生　活発な授業風景

Ｑ
・
全
国
学
力
テ
ス
ト
の

結
果
、
公
表
の
是
非

Ａ
・
結
果
は
公
表
し
な
い
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